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介護医療院 変更許可・変更届等一覧表 

１ 手続き方法（横浜市に所在する施設） 

（１）変更手続きの手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）変更手続き 

  ① 変更区分 

変更区分 介護保険法 留意事項 

変更許可 法第107条第2項 
事前に変更の許可を受ける必要があります。 

変更許可申請書（第8号様式）により手続きを行います。 

変更日２週前までに申請してください。 

変更届 
法第113条第1項 

(法第75条1項、第115条の5第1項) 

変更届出書（第5号様式）により手続きを行います。 

来庁が必要な変更届（入所定員の減・料金表変更）は、変更日前に届け出

てください。 

郵送による変更届は、変更後10日以内に届け出てください。 

管理者 

承認申請 
法第109条第1項 

管理者承認申請書（第9号様式）により手続きを行います。 

変更日２週前までに申請してください。 

広告事項 

 の許可 
法第112条第1項第4号 

広告事項許可申請書（第10号様式）により手続きを行います。 

変更日２週前までに申請してください。 

介護老人保健施設の広告は介護保険法で制限されております。 

廃止届 

・休止届 

法第113条第2項 

(法第75条2項、第115条の5第2項) 

廃止（休止・再開）届出書（第6号様式）により手続きを行います。 

廃止・休止前１月前に届け出てください。 

再開届 
法第113条第1項 

(法第75条1項、第115条の5第1項) 

廃止（休止・再開）届出書（第6号様式）により手続きを行います。 

再開前に届け出てください。 

  ② 来庁 

    来庁は予約制です。横浜市健康福祉局高齢施設課 介護医療院担当に、お電話で予約のうえ、来庁して

ください。 
 

  ③ 返信用封筒 

    返信用封筒は、変更許可書や変更届受理書を返送するためのものです。 

    長形３号封筒に84円切手を貼って、返信先の宛先を記入してください。 

    返信用封筒がないと許可書等の書類を送付できませんのでご注意ください。 

① 必要書類の作成 

② ①の控えを作成（事業所保管用） 

③ ①を郵送する 

      郵送先：〒 231-0005 

            横浜市中区本町 6-50-10 

            横浜市健康福祉局高齢福祉課 

             介護医療院担当 宛 

 

※ 変更許可は、原則として変更日２週間前までに申請

してください。 

変更事由等の発生 「一覧表」で提出方法等の確認 

【来庁】変更日前 【郵送】変更許可申請は変更日２週前 
   変更届は変更後 10日以内 

① 電話による来庁予約 

 予約先：横浜市高齢施設課 介護医療院担当 

       045-671-3923 

② 必要書類の作成 

③ ②の控えを作成（事業所保管用） 

④ 予約日に②・③を持参して市庁舎に来庁 

来庁先：横浜市健康福祉局高齢施設課 

横浜市中区本町 6-50-10 横浜市庁舎 16階 

※ 変更許可及び管理者承認は、原則として変更日２週

間前までに申請してください。 

※ 管理者の変更は、一部を除き、必ず管理者が来庁し

てください。 
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２ 敷地や建物に関する変更 

変更内容 

変更区分 

[提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

敷地の面積・平面図 

 

（敷地の変更） 

 

変更事由が発生した場合、 

事前にご相談ください。 

変更許可 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 付表15 

□ 敷地の公図及び平面図 

□ 建物の配置図 

□ 敷地の求積図（求積表） 

□ 敷地の登記事項証明書の原本 

□ 借地契約書の写し［借地の場合のみ］ 

□ 土地売買契約書の写し等［所有の場合のみ］ 

□ 返信用封筒 

建物の 

構造概要・平面図 

 

（施設のレイアウト変更） 

変更許可 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 付表15 

□ 建物の構造概要、施設・設備の詳細【様式１】 

□ 新平面図（変更許可後の平面図） 

□ 旧平面図（現状の平面図） 

□ 新部門別面積表（変更許可後の面積表）【様式あり】 

□ 写真［変更があった箇所のみ］ 

  ※ 外観、入口及び基準上必要とされる設備のうち、変更があった箇所の

写真を添付してください。 

□ 返信用封筒 

施設の共用の有無・ 

共用の場合の利用計画 

変更許可 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 付表15 

□ 平面図（共用箇所が分かるもの） 

□ 共用部分における利用計画の概要【様式２】 

□ 返信用封筒 

施設の住所 

（移転・立替等による変更） 

※あらかじめ市町村に相談

し、敷地及び建物の変更許可

後に届出をしてください。 

変更届 

［郵送］ 

【変更前】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理表【様式あり】 

施設の住所 

（移転なし） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 住居表示変更証明 

□ 返信用封筒 

施設の名称 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程（変更後の運営規定） 

□ 登記事項証明書の原本 

□ 返信用封筒 

施設の電話・FAX番号 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 返信用封筒 

併設施設の概要 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 併設施設の概要【様式３】 

□ 併設施設の概要の分かるもの（パンフレット等がある場合） 

□ 返信用封筒 
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※ 補助金を受けて整備した介護医療院の施設を他の事業の用途として使用する場合、「財産処分」等の手続きが必要となる場合が

ありますので、変更事由が発生した場合には、事前に相談してください。 

※ 介護医療院内で実施される「通所リハビリテーション」のスペースを変更する場合、上記の「建物の構造・平面図」の変更に係

る『変更許可』の他に、通所リハビリテーションとしてのレイアウト変更の届出が必要となる場合があります。 

 

３ 人員に関する変更 

変更内容 

変更区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 備考 

従業者の職種及び員数 

（運営規程の変更） 

変更許可 

［郵送］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 付表15 

□ 運営規程の新旧対照表 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

□ 勤務表［変更する職種のみ］【様式７】 

※ 通リハと兼務の場合は、通リハの勤務表も添付して

ください。 

□ 返信用封筒 

※ 従業員の一時

的な増減の場

合、変更手続き

は不要です。 

※ なお、変更許

可を受けずに運

営規程の人員の

欄を変更するこ

とはできませ

ん。 

介護支援専門員 

（氏名変更を含む） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 勤務表［介護支援専門員の部分のみ］【参考様式

２】 

□ 資格証の写し 

□ 介護支援専門員事前登録総括表【様式あり】 

□ 返信用封筒 

 

 

４ 管理者の変更 

  管理者不在は、重大な基準違反となります。変更事由が発生した際には、後任の有無を問わず、速やかに連

絡してください。 

変更内容 

変更区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

管理者の交代 

承認申請 

 ・変更届 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 管理者承認申請書【第９号様式】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 付表15 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 管理者の経歴書【参考様式３】 

□ 資格証の写し 

□ 勤務表［管理者の部分及び兼務する職種の部分］【参考様式２】 

□ 理事会議事録（管理者就任についての承認の記録） 

□ 雇用契約書・辞令等 

□ 管理者誓約書【様式あり】 

□ 返信用封筒 

管理者の氏名・住所 

変更届 

［郵送］  

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 付表15 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 返信用封筒 

※ 横浜市に所在する介護医療院の管理者に従事した経験のある医師が就任する場合には、改めて来庁する必要はありません。

（事務担当者による来庁は必要です。） 

※ 管理者の［来庁］が伴う場合、管理者になる方に「管理者誓約書」の署名をお願いしています。様式は来庁された際に市で

用意しますので、あらかじめ施設で用意する必要はありません。なお、当該誓約書の法人名と施設名欄は、ゴム印等による押

印も可能です。必要に応じてご準備ください。 
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５ 運営に関する変更 

変更内容 

変更区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

入所定員の増 

（運営規程の変更） 

 

事前に市町村に相談してください。 

変更許可 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 第８号様式付表２ 

□ 運営規程の新旧対照表 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

□ 勤務表【参考様式２】 

□ 資格証の写し 

□ 返信用封筒 

入所定員の減 

（運営規程の変更） 

 

事前に市町村に相談してください。 

変更届 

［来庁］ 

【変更前】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 付表15 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程の新旧対照表 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

□ 返信用封筒 

協力病院 

変更許可 

［郵送］ 

【２週前】 

□ 変更許可申請書【第８号様式】 

□ 付表15 

□ 協力病院の概要【様式４】 

□ 協力病院に係るパンフレット等（ある場合） 

□ 協力病院との契約書等の写し 

□ 施設と病院の位置図 

□ 返信用封筒 

協力歯科医療機関 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 付表15 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 協力歯科医療機関の概要【様式４】 

□ 協力歯科に係るパンフレット等（ある場合） 

□ 協力歯科医療機関との契約書等の写し 

□ 施設と歯科医療機関の位置図 

□ 返信用封筒 

協力病院等の名称・診療科目 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 付表15 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 返信用封筒 

料金表（運営規程の変更） 

変更届 

［来庁］ 

【変更日前】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程（料金表）の新旧対照表 

□ 新運営規程＋新料金表（変更後の運営規程） 

□ 旧料金表 

※ 運営規程本文に料金の記載がある場合には旧運営規程も添付してく

ださい。 

※ 運営規程の構成が、本文＋別紙料金表となっている場合には、旧運

営規程の本文は省略し、旧料金表のみ提出してください。 

□ 積算根拠（料金設定に係る考え方） 

□ 返信用封筒 
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運営規程の記載事項 

  （運営規程の変更） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程の新旧対照表 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

□ 返信用封筒 

 

６ 広告事項の許可 

許可内容 

区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

広告事項 

広告事項の許可 

［来庁］ 

【２週前】 

□ 広告事項許可申請書【第10号様式】 

□ 広告の原案 

□ 返信用封筒 

 

７ 法人関係の変更 

変更内容 

変更区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

法人代表者 

（氏名・住所変更を含む） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 市内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要）

【様式あり】 

□ 返信用封筒 

法人の住所 

（移転・住居表示変更） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 住居表示変更証明［住居表示の変更の場合のみ］ 

□ 市内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要）

【様式あり】 

□ 返信用封筒 

法人の名称（合併による） 
※ 法人の合併による名称変更は、旧法人としての「廃止」、新法人としての「新規開設

許可」が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。 

法人の名称（合併を除く） 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 法人の登記事項証明書の原本 

□ 市内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要）

【様式あり】 

□ 返信用封筒 

法人の電話・FAX番号 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 市内事業所一覧表（法人が所管する事業所が１つの場合は不要） 

□ 返信用封筒 
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８ 廃止・休止・再開届 

  廃止届と休止届が事前届出制です。 

  事業を廃止又は休止するときは、１月前までに届出を行ってください。 

内容 

区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

施設の廃止 

廃止事由が発生した場合、 

事前に相談してください。 

廃止届 

［来庁］ 

【１月前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 開設許可書の原本 

 ※ 紛失した場合は、紛失届が必要です。 

□ 返信用封筒 

事業の休止 

廃止事由が発生した場合、 

事前に相談してください。 

休止届 

［来庁］ 

【１月前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 返信用封筒 

 ※ 休止期間が６ヶ月を超える場合には廃止届を提出してください。 

事業の再開 

再開にあたっては、 

事前に相談してください。 

再開届 

［来庁］ 

【再開前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 勤務表【参考様式２】 

□ 資格証の写し 

□ その他、再開を確認するために必要な書類 

□ 返信用封筒 

 

≪介護医療院併設短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）≫ 

１ 建物に関する変更 

変更内容 変更方法等 

施設の住所（移転あり） 

・あらかじめ市町村に相談し、介護医療院と併せて届け出てください。 

・その際、変更届出書（第５号様式）の該当サービス（短期入所療養介護、介護予防短期入

所療養介護）に○を忘れずにつけてください。 

施設の住所（移転なし） 
・介護医療院と併せて届け出てください。 

・その際、変更届出書（第５号様式）の該当サービス（短期入所療養介護、介護予防短期入

所療養介護）に○を忘れずにつけてください。 

施設の名称 

施設の電話・FAX番号 

 

２ 人員に関する変更 

変更内容 変更方法等 

従業者の員数 

（運営規程の変更） 
・介護医療院の変更許可後に変更してください。（変更届出書は不要） 

従業者の職種 

（運営規程の変更） 

 

 

３ 管理者の変更 

変更内容 変更方法等 

管理者の交代 ・介護医療院と併せて届け出てください。 

・その際、変更届（第５号様式）の該当サービス（短期入所療養介護、介護予防短期入所療

養介護）に○を忘れずにつけてください。 管理者の氏名・住所 
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４ 運営に関する変更 

変更内容 

変更区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

料金表（運営規程の変更） 

変更届 

［来庁］ 

【変更日前】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程（料金表）の新旧対照表 

□ 新運営規程＋新料金表（変更後の運営規程） 

□ 旧料金表 

※ 運営規程本文に料金の記載がある場合には旧運営規程も添付してくださ

い。 

※ 運営規程の構成が、本文＋別紙料金表となっている場合には、旧運営規

程の本文は省略し、旧料金表のみ提出してください。 

□ 積算根拠（料金設定に係る考え方） 

□ 返信用封筒 

※ 介護医療院と共通の料金変更の場合は、変更届出書（該当サービスに○

を忘れずにつけてください。）、変更届管理表、積算根拠、返信用封筒は

１通で可 

通常の送迎の実施地域 

変更届 

［郵送］ 

【後10日以内】 

□ 変更届出書【第５号様式】 

□ 変更届管理票【様式あり】 

□ 運営規程の新旧対照表 

□ 新運営規程（変更後の運営規程） 

□ 返信用封筒 

 

 

６ 廃止・休止・再開届 

  廃止届と休止届が事前届出制です。 

  事業を廃止又は休止するときは、１月前までに届出を行ってください。 

内容 

区分 

［提出方法］ 

【提出期限】 

必要書類 

施設の廃止 

廃止事由が発生した場合、 

事前に相談してください。 

廃止届 

［来庁］ 

【１月前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 開設許可書の原本 

 ※ 紛失した場合は、紛失届が必要です。 

□ 返信用封筒 

事業の休止 

廃止事由が発生した場合、 

事前に相談してください。 

休止届 

［来庁］ 

【１月前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 返信用封筒 

 ※ 休止期間が６ヶ月を超える場合には廃止届を提出してください。 

事業の再開 

再開にあたっては、 

事前に相談してください。 

再開届 

［来庁］ 

【再開前】 

□ 廃止（休止、再開）届出書【第６号様式】 

□ 勤務表 

□ 資格証の写し 

□ その他、再開を確認するために必要な書類 

□ 返信用封筒 
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≪送付用ラベル≫ 

  書類の送付にあたっては、こちらをコピーの上、宛名として使用されると便利です。 

  手続きについて、担当者がわかっている場合には、担当者名を余白に記入してください。 

 

 

〒２３１－０００５ 

 横浜市中区本町６－５０－１０ 

横浜市役所 健康福祉局 高齢施設課 

   介護医療院担当 宛 

［変更届在中］ 


